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おしらせ

選挙人名簿の
異議申し出を受け付け

　12月１日に選挙人名簿に新た
に登録する人、または在外選挙人
名簿に新たに登録する人の異議申
し出を受け付けます。

12月２日㈫～６日㈯各日８：
30～17：00 市役所９階選挙管
理委員会事務局（６日㈯は市役所
地下１階当直室）

選挙管理委員会事務局（(621-
5373　 626-4352）

市バスの乗降調査に
ご協力ください

　市バスの利用状況調査のため、
調査員がバスの車内で調査票を配
布しますので、ご協力をお願いし
ます。

12月５日㈮・６日㈯
［対象］川内循環線、中央市場線、不
動線、渋野線

地域交通課（(621-5535　
623-1066）

地域福祉に関する
アンケート

　徳島市では「第４期徳島市地域
福祉計画」を策定するにあたり、地
域福祉への意識などに関するアン
ケートを実施します。
　無作為に抽出した市民2,000人

（各地区の人口、年齢などを考慮）
を対象に、12月上旬頃に調査票を
郵送しますので、ご協力
をお願いします。
［回答期限］12月22日㈪
まで
　詳細は市HPをご確認いただく
か、お問い合わせください。

健康福祉政策課（(621-5547 
655-6560）

日本遺産「藍のふるさと阿波」
に関するアンケート

　吉野川流域の名産品である藍染
料「阿波藍（あわあい）」にまつわる
伝統、景観、ストーリーなどが日本
遺産に認定されています。「藍の
ふるさと阿波」に関するアンケー
トを実施しますので、ご協力をお
願いします。
［回答方法］12月31日㈬
までに右の二次元コー
ドの回答フォームから回答

社会教育課（(621-5419　
624-2577）

幼児教育・保育の無償化に係る
施設利用費の払い戻し請求

　認可外保育、一時預かり事業、病
児保育事業、幼稚園・認定こども
園（１号）の預かり保育などの利用
料の無償化を受けるには、いった
ん施設に利用料を支払った後、徳
島市に対して払い戻しを請求する
償還払いの手続きが必要です。償
還払いの手続きは、利用月の翌月
初日から２年以内に行う必要があ
ります。
　２年を過ぎると払い戻
しができなくなりますの
で、早めの手続きをお願いします。

子ども政策課（(621-5244　
621-5036）

12月４日～10日は
人権週間

　法務省および全国人権擁護委員
連合会は、12月４日～ 10日を「人
権週間」と定め、人権尊重思想の普
及に努めています。人権週間の取
り組みとして、人権擁護委員によ
る人権問題や、くらしの悩み事な
どの相談を受け付けます。※相談
無料。

12月２日㈫・16日㈫各日13：
30 ～ 16：00 市役所２階人権
推進課相談室

徳 島 地 方 法 務 局（(622-
4171）、人 権 推 進 課（(621-
5169　 655-7758）

12月10日～１月10日
交通安全県民運動を実施

　年末年始は、交通事故が多発す
る傾向にあります。交通ルールを
守り、安全運転に努めましょう。
［運動の重点］▶安全・安心が体感
できるゆとり運転の励行▶夕暮れ
時と夜間の交通事故防止▶飲酒運
転などの悪質・危険な運転の根絶
▶高齢者の交通事故防止▶自転車
の安全利用確保とヘルメット着用
の促進

市民生活相談課（(621-5130 
621-5128）

中小企業向け無料経営相談

◆徳島県よろず支援拠点コーディ
ネーターによる経営相談

12月６日㈯・20日㈯各日10：
15 ～ 17：00
◆中小企業診断士による経営相談

12月10日㈬・22日㈪ 
各日10：15 ～ 17：00

産業支援交流センター
09（アミコビル９階）

経済政策課（(621-5225　
621-5196）

セルフスタンドでの
給油にご注意ください

　セルフスタンドではガソリンな
どの危険物を取り扱うため、給油の
際は以下の事にご注意ください。
▶給油時にはエンジンを停止▶油
種を必ず確認▶ライター・たばこ
類の火気を使用しない――など
　安全な給油を心掛けましょう。

消防局予防課（(656-1193　
656-1201）

休日窓口を開設

　利用可能な手続きは住民異動
届、住民票の写し・戸籍謄抄本の
交付、印鑑登録など。

12月14日㈰・28日㈰ 
各日８：30 ～ 12：00

市役所１階
市民生活相談課（(621-5130 
621-5128）

募　集

特定目的住宅の入居者

　ひとり親世帯・多子世帯・高齢
者世帯・障害者世帯・DV被害者
世帯を対象とした福祉目的の市営
住宅の入居者を募集します（所得
などの制限あり。入居者は選考に
より決定）。

12月１日㈪～ 26日㈮の間に、
直接▶ひとり親世帯（20歳未満の
子を扶養している配偶者のいない
世帯）、多子世帯（18歳未満の子が
３人以上いる世帯）＝市役所３階
子育て支援課▶高齢者世帯＝市役
所南館１階高齢介護課▶障害者世
帯＝市役所南館１階障害福祉課 
▶DV被害者世帯=男女共同参画
センター（アミコビル４階）――
へ
　詳細は各担当課へお問い合わせ
ください。

▶子 育て支 援 課（(621-5192 
655-0380）▶ 高 齢 介 護 課

（(621-5176　 624-0961）▶障
害 福 祉 課（(621-5177　 621-
5300）▶男女共同参画センター

（(624-2611　 624-2612）

徳島かんきつアカデミー
受講生

　かんきつの栽培・流通などの知
識や技術を学ぶ受講生を募集。

１月30日㈮まで
　詳細はお問い合わせください。

徳島県立農林水産総合技術支
援 セ ン タ ー 農 業 大 学 校（ 勝 浦 ）

（(0885-42-2545）

催　し

書の講座受講生による『平安
女流歌人の和歌』を書く展

　「藤井悦子の書の講座」受講生に
よる、紫式部や清少納言などの平
安女流歌人が詠んだ和歌をテーマ
とした書の作品展を開催。※展示
の観覧は無料ですが、別途入館料
が必要です。

幼児教育・保育の無償化申請の受け付け

　令和８年４月以降に右
表の施設・サービスを
利用予定の人で、幼児教
育・保育の無償化を希望
する場合は「保育の必要
性」の認定を受ける必要
があります。※すでに認
定を受けている人は申請
不要。
　12月１日㈪から受け
付けを開始します。
　受付場所や申請方法などの詳細は、市HPをご確認ください。

子ども保育課（(621-5193　 621-5036）

小・中学校への入学手続き

　令和８年４月に市立小・中学校
へ入学予定の子どもがいる保護者
は、入学届（12月上旬に送付）に記
載された指定校で、手続きを行っ
てください。
　11月28日以降に市外から転入、または市内の別の校
区に転居した場合は、住民登録の手続き後、翌開庁日以降
に最新の住民登録住所宛てに入学届を送付します。※実
際に居住している住所の校区外の学校へ通学することは
できません。
　詳細は市HPをご確認いただくか、お問い合わ
せください。

学校教育課（(621-5414　 624-2577）

認定が必要な施設・サービス 対象

①幼稚園（市立・私立・国立）の預
かり保育

３～５歳児または市民税
非課税世帯の０～２歳児

（令和８年４月１日時点）

②認定こども園（１号認定）の預か
り保育

③認可保育施設の一時預かり保育

④認可外保育施設

⑤病児保育、ファミリー・サポー
ト・センター
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